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１．三井住友・グローバル・リート・オープン（以下、「当ファンド」といいます。）
の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条
の規定により有価証券届出書を平成22年４月15日に関東財務局長に提出してお
り、平成22年４月16日にその届出の効力が生じております。 

２．金融商品取引法第13条第２項第２号に定める事項に関する内容を記載した目論
見書は投資家による請求により交付され、請求を行った場合は、投資家自らその
旨の記録をしておくべきであるとされます。 

３．当ファンドの基準価額は、ファンドに組み入れられる有価証券の値動き等による
影響を受けます（外貨建資産には為替変動もあります。）が、これらの運用によ
る損益はすべて投資家の皆さまに帰属いたします。したがって、元本が保証され
ているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。 

４．当ファンドは、主に日本を含む世界各国の不動産投資信託（リート）を投資対象
としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。当
ファンドの基準価額は、組み入れたリートの値動き、為替相場の変動等の影響に
より上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組
み入れたリートの発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価
の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。 

５．投資信託は、預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。 

６．税制に関する本書の記載内容は、税法の改正等により将来変更されることがあり
ます。 

 

届出の対象とした募集 

募集内国投資信託受益証券に係る 
ファンドの名称 

三井住友・グローバル・リート・オープン 

募集内国投資信託受益証券の金額 5,000億円を上限とします。 

有価証券届出書の写しを縦覧 
に供する場所 

該当ありません。 

有価証券届出書提出日 平成22年４月15日 

発行者名 三井住友アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 前田 良治 

本店の所在の場所 東京都港区愛宕二丁目５番１号 

 



 

下記の事項は、「三井住友・グローバル・リート・オープン」（以下「当ファンド」
といいます。）をお申し込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認い
ただきたい重要な事項としてお知らせするものです。 
お申込みの際には、下記の事項および本投資信託説明書（交付目論見書）
の内容を十分お読みください。 
 

記 
■当ファンドにかかるリスクについて 
当ファンドは、主に日本を含む世界各国の不動産投資信託（リート）を投資
対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みま
す。）。当ファンドの基準価額は、組み入れたリートの値動き、為替相場の変
動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあ
ります。また、組み入れたリートの発行者の経営・財務状況の変化およびそ
れらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがありま
す。 
したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、
基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「不動産投資信託（リート）
に関するリスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」や「カントリーリスク」など
があります。 
※詳しくは本投資信託説明書（交付目論見書）の「Ⅰ 概要情報 投資リス
ク」をご覧ください。 

 

■当ファンドにかかる手数料等について 
◆申込手数料 
原則として、お申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申
込口数）に 3.15％（税抜き 3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に
定める申込手数料率を乗じて得た額となります。 
※詳しくは販売会社にてご確認ください。 
◆換金（解約）手数料 
当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 
◆信託報酬（ファンドより間接的にご負担いただきます。） 
当ファンドの純資産総額に年 1.6695％（税抜き 1.59％）の率を乗じて得た
額とします。 
◆信託財産留保額 
１口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて
得た額とします。 

 



 
◆監査費用（ファンドより間接的にご負担いただきます。） 
当ファンドの純資産総額に年0.0063％（税抜き0.006％）の率を乗じて得た
額とします。 
ただし、年630,000円（税抜き600,000円）を上限とします。 
※監査費用は見直しにより変更となることがあります。 
◆その他の費用（ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。） 
・有価証券売買時の売買委託手数料等に要する費用 
・資産を外国で保管する場合の費用 等 
（「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、
その上限額等を事前に記載できません。） 
 
※手数料等の合計額は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由に
より具体的に記載できません。 
※手数料等に関する詳細は、本投資信託説明書（交付目論見書）の「Ⅲ
ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 手数料等及び税金」をご覧くださ
い。 

 
 
■クーリングオフ制度の適用について 
当ファンドのお申込みに関して、クーリングオフ制度の適用はありません。 

以上 
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Ⅰ 概要情報 
 

三井住友・グローバル・リート・オープン 
【愛称】

「世界の大家さん」 
 

ファンドの概要 

 

商 品 分 類 追加型投信／内外／不動産投信 

ファンドのねらい 

グローバル・リート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む

世界各国の不動産投資信託（リート）に投資し、信託財産の着実な成長と安定

した収益の確保を目指して運用を行います。 

主 な 投 資 対 象 

日本を含む世界各国のリートに投資します。 

※実際の投資に当たっては、マザーファンド受益証券の組入れを通じて行いま

す（ファミリーファンド方式）。 

投 資 制 限 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

リートへの実質投資割合には、制限を設けません。 

同一銘柄のリートへの実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額

の10％以内とします。 

価額変動リスク 

リートなど値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します

（外貨建資産には為替変動もあります。）。したがって当ファンドは元金が保証

されているものではありません。 

信 託 期 間 無期限です。 （設定日 平成16年１月30日） 

決算と収益分配 

毎月17日（休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づき分配

を行います。 

（委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。） 

お 申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 

お 申 込 手 数 料 

原則として、お申込金額（上記お申込価額×お申込口数）に3.15％（税抜き

3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて

得た額となります。 

途 中 換 金 
・お申込不可日を除き、原則として、いつでもご換金できます。 

・解約金の支払いは、解約請求受付日から起算して５営業日目以降となります。

ご 換 金 価 額 
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額

（0.3％）を差し引いた価額となります。 

お 申 込 不 可 日 
ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日およびオランダ

の祝祭日に当たる場合には、お買付け、ご換金のお申込みはできません。 

信 託 報 酬 純資産総額に対して年1.6695％（税抜き1.59％） 

※ご投資家におかれましては、商品の内容を十分ご理解の上お申し込みくださいますよう、お願い申し

上げます。 
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ファンドの特色 

 

 

１ 日本を含む世界各国の不動産投資信託（リート）に投資します。 

  

マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場（準

ずるものを含みます。）しているリート＊に投資し、信託財産の着実な成長と安定

した収益の確保を目指して運用を行います。 

＊リート（REIT＝Real Estate Investment Trust） 
多数の投資家の資金を集めて、オフィスビル、商業施設、住宅等の様々な形態の不動産
を取得・所有、管理、運営する信託（または会社）です。リートは、収益不動産の取得・
所有、管理、運営の中で主に賃料収入や売却益を収益とし、多数の投資家に収益を分配
します。 

 

２ 
安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、 
賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。 

  

賃貸事業収入比率は、賃貸事業収入の営業収益全体に占める割合で、この比率が高

いほど、安定的な配当原資を確保していると考えられます。 

具体的には、ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75％以上

とします。 

 
＊賃貸事業収入比率：「賃貸事業収入÷営業収益」（実績ベース） 

 

賃貸事業収入比率はリートが発表する決算データに基づいて、ＢＮＰパリバ・インベストメント・パ

ートナーズ・グループのアナリストが分析した数値によって計算されたものを使用します。 

 

３ 
ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループの 
運用ノウハウを活用します。 

  

運用に当たっては、ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループに

マザーファンドにおけるリートの運用指図に関する権限を委託し、その運用ノウハ

ウを活用します。 

 

※ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループ 

●ビーエヌピー・パリバ・インベストメント・パートナーズ・ネイザーランズ・エヌ・ブイ 

マザーファンドに関する資金配分（為替取引を含む）および欧州地域のリート

取引にかかる運用の指図を行います。 

●フォルティス・インベストメント・マネジメント・ユーエスエー・インク 

マザーファンドに関する北米地域のリート取引にかかる運用の指図を行いま

す。 

●ビーエヌピー･パリバ・インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッド 

マザーファンドに関するアジア・オセアニア地域（日本を含む）のリート取引

にかかる運用の指図を行います。 

 

なお、将来、ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループ内の組織

変更等に伴い、運用委託先の形式的な変更が生じることがあります。 
 



―3― 

 

ファンドの特色 

 

 

４ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

  

５ 原則として、毎月の決算毎に配当等収益を中心に分配を行います。 

 

 

＜ポートフォリオ構築のプロセス＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域別チームによる国別ファンダメンタルズ分析 

国別配分方針の決定 

ポートフォリオ 

日本を含む世界各国に上場しているリート 

個別銘柄選別・配分比率の決定

高配当利回り銘柄をスクリーニング 

トップ・ダウン分析 

国別配分方針の決定 

＜担当：グローバル運用総括責任者＞ 

国別ファンダメンタルズ分析 

＜担当：欧州、北米、アジア・オセアニアの地域別チーム＞

・マクロ経済調査→人口統計分析 

・資本市場調査→金利動向分析 

・不動産市場調査→現物不動産市場分析 

・リート市場調査→バリュエーション分析 

・個別銘柄調査 

「スコア･カード」分析 

「経営状況」、「所有不動産物件」、「貸借対

照表」、「流動性」の４つの主要項目によっ

て詳細な個別銘柄分析を実施し、投資対象

銘柄を徹底分析 

ボトム・アップ分析 
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投資リスク 

─ ファンドのもつリスクの特性 ─ 

運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当フ
ァンドは金融機関の預金とは異なり、元金が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証する
ものでもありません。また、当ファンドは、預金や保険契約と異なり、預金保険、保険契約者保護機構
の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。 
当ファンドが有するリスク等（当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて間接
的に受ける実質的なリスク等を含みます。）のうち主要なものは、以下の通りです。 

 

不動産投資信託（リート）に関するリスク 

リートの価格や配当は、不動産市況や景気動向、金融情勢等の影響を受け変動します。ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合や収益性が悪化した場合、ファンドの基準価額が下落したり、ファ
ンドの収益性が悪化する要因となります。 
１．保有不動産等の価格変動に関するリスク 

リートが保有する不動産等の価格は、不動産市況や景気動向、金融情勢等の影響を受け変動します。
また、不動産等にかかる法制度（税制、建築規制、会計制度等）の変更によって、価格が上下したり、
自然災害等の予測困難な事態により個々の不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。 

２．保有不動産等の収益性悪化リスク 
賃貸料の低下、保有不動産の稼働率の低下あるいはテナントの債務不履行等によって賃貸収入が減少
し、収益性が悪化するリスクがあります。また、法制・税制の変更やその他の不動産関連市場を取り
巻く要因の変化によるコストの増大によっても、収益性が悪化する場合があります。 

３．金利変動に関する留意点 
金利上昇局面においては、リートは、他の金利商品との比較で価格が低下することがあります。また、
リートが資金の借入れを行っている場合、金利負担の増大により収益性が悪化することが考えられま
す。 

４．リートの運営に関するリスク 
リートは一般の法人と同様に運営如何によっては倒産するリスクがあり、当該リスクが顕在化した場
合にはその価格が著しく下落する可能性があります。 

為替変動リスク 

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けま
す。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が
対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、
ファンドの基準価額が下落する要因となります。 

信用リスク 

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証
券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べ
てこうしたリスクがより高いものになると想定されます。 

カントリーリスク 

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経
済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投
資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。 

市場流動性リスク 

大口の解約請求があった場合、解約資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場動向や取引量等の状況によっては、取引ができなかったり、通常よりも著し
く不利な価格での取引を余儀なくされたりすることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となりま
す。 
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投資リスク 

 

ファミリーファンド方式にかかる留意点 

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資
対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、
当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすこと
があります。 

 

─ 投資リスクの管理体制 ─ 

リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独立した組織
（リスク管理部および法務コンプライアンス部）を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の
遵守状況にかかるチェックを行っています。 
リスク管理部では、主に投資信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニ
タリングを行います。また、法務コンプライアンス部では、主に法令・諸規則等の遵守状況についての
チェックを行います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかるチェックの結果については、
運用評価委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。 
 
 
 

〔参考情報：ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループの運用リスク管理体制〕 

 

・ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループのリスク管理は、様々なレベルで行わ

れます。ファンドのポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオのポジションを毎日チェック

し、戦略的トップダウン・ポリシーと整合性が取れているかどうか、また、運用ガイドラインで許

容された範囲におさまっているかを確認します。 

・ポートフォリオの運用リスクをマルチ・ファクター・モデルによる要因分析によって、正確に把握

します。また、運用実績の要因分析によって、リスクとリターンの整合性もチェックします。 

・運用ガイドラインとの整合性を分析・管理するシステムにより、遵守するべき運用ガイドラインと

実際のポートフォリオの運用状況を運用部門だけではなく、リスク管理部門およびコンプライアン

ス部門も監視します。 

・リスク管理部門およびコンプライアンス部門が、ポートフォリオが運用ガイドラインで許容されて

いる配分からの逸脱を発見した場合には、運用部門に投資一任契約の規程に従って、逸脱を解消す

る行動を取るように指示します。 
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ご投資の手引き（手続き・管理・運営等の概要） 

 

 お買付けのお申込みは・・・ 
 

■ お 申 込 方 法 いつでもお申し込みいただけます。取扱いの販売会社にお申し付けください。 

ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日およびオラ

ンダの祝祭日に当たる場合にはお申込みを受け付けません。 

当ファンドには、「分配金受取りコース」と「自動けいぞく投資コース」の２つ

の申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる

場合があります。お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。

原則として、午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが

完了したものを当日の申込受付分とします。 

なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情

があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた

取得申込みを取り消させていただく場合があります。 

ファンドのお買付けに関しましては、クーリングオフ制度の適用はありません。

   

■ お 申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準

価額となります。 

   

■ お申込手数料 原則として、申込金額（お申込価額×申込口数）に、3.15％（税抜き3.0％）を

上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となり

ます。 

※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。 

※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わ

せください。 

   

■ お 申 込 単 位 お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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ご投資の手引き（手続き・管理・運営等の概要） 

 

 決算と収益分配金は・・・ 
 

■ 決 算 日 決算日は毎月17日（休業日の場合は翌営業日となります。）です。 

   

■ 分 配 金 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 

分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わないことがあ

ります。 

   

■ 支 払 方 法 ●分配金受取りコースをお申込みの場合 

分配金は、原則として、税金を差し引いた後、決算日から起算して５営業日目

までにお支払いします。 

●自動けいぞく投資コースをお申込みの場合 

分配金は、原則として、税金を差し引いた後、無手数料で再投資いたします。

 

 

 運用状況を知るには・・・ 
 

■ 運 用 報 告 書 委託会社は６ヵ月（原則として１月、７月の各決算時までの期間）毎に、期中の

運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告

書」を作成します。運用報告書は、原則として、あらかじめお申し出いただいた

ご住所に販売会社よりお届けいたします。 

   

■ 基 準 価 額 基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただければ、いつでもお

知らせします。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券

欄「オープン基準価格」の紙面に、「世界大家」として掲載されます。 

  ※基準価額の算出方法・算出頻度 

「基準価額」とは、原則として、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資

信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除

した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した

金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 
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ご投資の手引き（手続き・管理・運営等の概要） 

 

 ご換金は・・・ 
 

■ ご 換 金 方 法 いつでもご換金のお申込みができます。お買付けの販売会社にお申し付けくださ

い。 

ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日およびオラ

ンダの祝祭日に当たる場合にはお申込みを受け付けません。 

解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込み

が行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分と

します。 

なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情

があるときは、解約請求のお申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受

け付けた解約請求のお申込みを取り消させていただく場合があります。 

   

■ ご 換 金 価 額 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（0.3％）

を差し引いた価額となります。 

   

■ 支 払 開 始 日 解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目以降にお支払い

します。 

 

 

 償還に関しては・・・ 
 

■ 信 託 期 間 信託期間は、無期限です。（設定日：平成16年１月30日） 

ただし、当ファンドの信託約款に定める信託終了事由に該当する場合、委託会社

はあらかじめ受益者に書面により通知する等の信託約款所定の手続きを経て、当

ファンドを償還させることがあります。 

   

■ 償 還 金 償還金は、原則として、償還日（償還日が休日の場合は翌営業日）から起算して５

営業日目までにお支払いします。お買付けの販売会社でお受け取りください。 
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ご投資の手引き（手続き・管理・運営等の概要） 

 

 信託約款の変更、信託契約の解約等については ･･･ 
 

■ 信 託 約 款 の 

変 更 

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を

受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、

当ファンドの信託約款を変更することがあります。 

変更内容が重大な信託約款の変更については、原則として、あらかじめ公告し、

また、知られたる受益者に対しては、書面でお知らせします。この場合、所定の

期間内（１ヵ月以上）に、当該信託約款の変更に異議を申し出た受益者の受益権

の合計口数が総受益権の口数の２分の１を超えるときは、当該信託約款の変更は

行われません。 

   

■ 信 託 契 約 の 

解 約 

委託会社は、受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が20億口を下回

ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合

意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 

信託契約の解約については、原則として、あらかじめ公告し、また、知られたる

受益者に対しては、書面でお知らせします。この場合、所定の期間内（１ヵ月以

上）に、当該信託契約の解約に異議を申し出た受益者の受益権の合計口数が総受

益権の口数の２分の１を超えるときは、当該信託契約の解約は行われません。 

※ただし、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合等

には、異議申立ての受付けを行わず、信託を終了させることがあります。 

   

■ 反 対 者 の 

買 取 請 求 

当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合にお

いて、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を

述べた受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取

るよう請求をすることができます。 

   

■ 公 告 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

 

 ファンドについてのお問い合わせは・・・ 
 

基準価額、申込手数料や申込単位の詳細、その他ファンドについてご不明な点は取扱いの販売会社

または委託会社にお問い合わせください。委託会社に対する照会は下記においてできます。 

 

照会先の名称 電話番号※ 
インターネット・ 

ホームページ・アドレス 

三井住友アセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 http://www.smam-jp.com 

※お問い合わせは、原則として営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。 
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費用と税金 

 

ご投資家の皆さまが､ご投資の時から償還･途中換金までご負担いただく費用と税金のうち､主要なもの

は次の通りです｡なお、税法が変更となった場合は、下記の内容が変更になることがあります（税制に関

する本書の記載は、平成22年２月末現在の情報をもとに作成しています。）。 

 

●お申込み、収益分配、途中換金、償還時にご負担いただく費用・税金（個人受益者の場合） 

時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 

購 入 時 お 申 込 手 数 料 お申込金額の ············· 上限3.15％（税抜き3.0％）

収 益 分 配 時 所得税および地方税
普通分配金に対し ·························· 10％ 

（平成24年１月以降は20％）

信 託 財 産 留 保 額 １口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％ 
換 金 時 

（解約請求制） 所得税および地方税
譲渡益の ·································· 10％ 

（平成24年１月以降は20％）

償 還 時 所得税および地方税
譲渡益の ·································· 10％ 

（平成24年１月以降は20％）

※ 収益分配金については、確定申告により総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。 

※ 一部解約時および償還時の損失については、確定申告により収益分配金、上場株式等にかかる譲渡

益との通算が可能です。 

※ その他課税上の取扱いに関する詳細については、後記「Ⅲ ファンド情報 第１ファンドの状況 ３ 

手数料等及び税金」の記載をご覧ください。 

 
●信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用 

時 期 項 目 費 用 

信 託 報 酬

純資産総額に対して ····················· 年1.6695％ 

配分  委託会社······· 年0.7350％～1.0500％ 

販売会社······· 年0.5250％～0.8400％ 

受託会社················· 年0.0945％ 毎 日 

監 査 費 用

純資産総額に対して ····················· 年0.0063％ 

ただし、年630,000円を上限とします。 

※監査費用は見直しにより変更となることがあります。 

そ の 他 の 費 用 欄外の記載をご覧ください。 

※ 上記信託報酬および監査費用は、税込みで表記しております。 

※ その他の費用 

上記のほか、有価証券の売買時の手数料および外国における資産の保管等に要する費用等を信託財

産からご負担いただきます。また、これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額

を信託財産よりご負担いただきます。 

これらの費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もし

くは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。

したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。 

※ 当ファンドが組み入れるリートにおいても、運用報酬等の負担があります。 

※ 詳しくは「Ⅲ ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 手数料等及び税金」をご覧ください。 
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費用と税金 

 

●個別元本について 

追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数

料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、原則として当該受益者が追加信

託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

受益者が特別分配金（下記の「●収益分配金の課税について」をご参照ください。）を受け取った場合、

収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元

本となります。 

 

●一部解約時および償還時の課税について 

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者につい

ては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

 

●収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別

分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を

上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の

額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配

金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆する

ものではありません。 
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準
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分
配
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ち
後
の 

基
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価
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分配金
普通分配金（課税対象） 受益者の利益 

特別分配金（非課税）

分配後の 
受益者の個別元本 
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商品分類 

 

当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。 

≪商品分類表≫ 

単位型・追加型 投資対象地域 
投資対象資産 

（収益の源泉） 

   

 国 内 株 式 

単 位 型  債 券 

 海 外 不 動 産 投 信 

追 加 型  そ の 他 資 産 

（ ） 
 内 外 資 産 複 合 

   

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 

 

≪属性区分表≫ 

投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 

     

株 式 年 １ 回 グ ロ ー バ ル   

一 般  （日本を含む）   

大 型 株 年 ２ 回 日 本   

中 小 型 株     

 年 ４ 回 北 米   

債 券   フ ァ ミ リ ー フ ァ ン ド あ り 

一 般 年６回（隔月） 欧 州   

公 債     

社 債 年12回（毎月） ア ジ ア   

その他債券     

ク レ ジ ッ ト 属 性 日 々 オ セ ア ニ ア   

（   ）     

 そ の 他 中 南 米   

不動産投信 （   ）  フ ァン ド ・ オブ ・ フ ァンズ な し 

  ア フ リ カ   

そ の他資産     

（投資信託証券（不動産投信））  中近東（中東）   

     

資 産 複 合  エマージング   

（    ）     

資産配分固定型     

資産配分変更型     

     

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 

 

※商品分類、属性区分は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品

分類、属性区分の全体的な定義等は社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）

をご覧ください。 
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Ⅱ 証券情報 
 

（１）ファンドの名称 

三井住友・グローバル・リート・オープン 

（愛称として「世界の大家さん」という名称を用いることがあります。） 

以下「当ファンド」といいます。 

 

（２）内国投資信託受益証券の形態等 

追加型証券投資信託の受益権です。 

＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規

定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関

および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、

振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されるこ

とにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振

替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友アセットマネジメント株式会社は、やむを

得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

当初元本は１口当たり１円です。格付けは取得しておりません。 

 

（３）発行（売出）価額の総額 

5,000億円を上限とします。 

 

（４）発行（売出）価格 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。 

※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいま

す（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。 

基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。 

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日

本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「世界大家」として掲載されます。 

委託会社に対する照会は下記においてできます。 

照会先の名称 電話番号※ 
インターネット・ 

ホームページ・アドレス 

三井住友アセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 http://www.smam-jp.com 

※お問い合わせは、原則として営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。 

 

（５）申込手数料 

原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.15％（税抜き

3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。 

※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。 

※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または前記「（４）発行（売出）価格」に記

載の委託会社に問い合わせることにより知ることができます。 
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（６）申込単位 

お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託

会社にお問い合わせください。 

 

（７）申込期間 

平成22年４月16日から平成23年４月14日まで 

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

（８）申込取扱場所 

販売会社において申込みを取り扱います。 

販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合

わせください。 

 

（９）払込期日 

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ

び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方

法でお支払いください。 

各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を

経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

 

（10）払込取扱場所 

販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

委託会社にお問い合わせください。） 

 

（11）振替機関に関する事項 

当ファンドの振替機関は下記の通りです。 

 

株式会社証券保管振替機構 

 

（12）その他 

イ 申込証拠金 

ありません。 

ロ わが国以外の地域における募集 

ありません。 

ハ お申込不可日 

上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日

およびオランダの祝祭日に当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当

日には、解約請求のお申込みもできません。）。 

なお、平成22年４月16日から平成22年12月末日までのお申込不可日は、以下の通り予定されて

おります（注）。 

 お申込不可日  お申込不可日 

平成22年４月 30日 平成22年９月 ６日 

５月 13日、24日、31日 11月 11日、25日 

７月 ５日 12月 24日 

（注）上記は、平成22年３月現在において、委託会社が認識できるお申込不可日です。国の事情など

により変更となる場合がありますので、詳しくは、販売会社または上記「（４）発行（売出）

価格」記載の照会先にお問い合わせください。 
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ニ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用 

ありません。 

ホ 振替受益権について 

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務

規程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振

法および当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 

 

（参考：投資信託振替制度） 

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファン

ドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ

の記載・記録によって行われます。 

・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券

を保有することはできません。）。 

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 
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Ⅲ ファンド情報 
 

第１ ファンドの状況 

 

１ ファンドの性格 

（１）ファンドの目的及び基本的性格 

イ 当ファンドは、グローバル・リート・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）

受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場（準ずるものを含みます。以下

同じ。）している不動産投資信託（REIT）に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の

確保を目指して運用を行います。 

ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金5,000億円を限度として信託金を追加することができま

す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。 

 

※不動産投資信託（（ＲＥＩＴ＝リート）以下「リート」といいます。）とは、投資信託財産また

は投資法人の財産の総額の２分の１を超える額を、不動産等（不動産、不動産の貸借権、地上

権等をいい、社団法人投資信託協会規則で定めるものをいいます。以下同じ。）および不動産

等を主たる投資対象とする資産対応証券等（資産の２分の１を超える額を不動産等に投資する

ことを目的とする優先出資証券、特定目的信託の受益証券等であって社団法人投資信託協会規

則に定めるものをいいます。）に投資することを目的とする投資信託の受益証券および投資法

人の投資証券をいい、海外における同様の資産で、金融商品取引法上の外国投資信託証券また

は外国投資証券を含みます。 

 

ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。 

（イ）当ファンドが該当する商品分類 

項目 該当する商品分類 内容 

単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定

が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン

ドをいいます。 

投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海外

の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記

載があるものをいいます。 

投資対象資産 

 （収益の源泉） 

不動産投信 目論見書または信託約款において、組入資産による

主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証

券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨

の記載があるものをいいます。 

（ロ）当ファンドが該当する属性区分 

項目 該当する属性区分 内容 

投資対象資産 その他資産（投資

信託証券（不動産

投信）） 

目論見書または信託約款において、主として投資信

託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。

「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の

先の実質投資対象について記載しています。なお、

組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投

資信託証券の先の実質投資対象は不動産投信であ

り、ファンドの収益は不動産投信市場の動向に左右

されるものであるため、商品分類上の投資対象資産

（収益の源泉）は「不動産投信」となります。 
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項目 該当する属性区分 内容 

決算頻度 年１２回（毎月） 目論見書または信託約款において、年12回（毎月）

決算する旨の記載があるものをいいます。 

投資対象地域 グローバル（日本

を含む） 

目論見書または信託約款において、組入資産による

投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の

記載があるものをいいます。 

投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託（フ

ァンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除

く。）を投資対象として投資するものをいいます。 

為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを

行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを

行う旨の記載がないものをいいます。 

※マザーファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズ（投資信託証券への投資を目的とする投

資信託）の投資形態で行うため、当ファンドとマザーファンドを一体とみなした場合、ファン

ド・オブ・ファンズの性質を有します。 

※商品分類、属性区分は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載してい

ます。商品分類、属性区分の全体的な定義等は社団法人投資信託協会のホームページ

（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。 

 

（２）ファンドの仕組み 

イ 当ファンドの関係法人とその役割 

（イ）委託会社 「三井住友アセットマネジメント株式会社」 

証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用

報告書の作成等を行います。 

（ロ）受託会社 「住友信託銀行株式会社」 

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の

一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、

外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融

機関が行う場合があります。 

（ハ）販売会社 

委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンド

の募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請

求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。 

（ニ）投資顧問会社（運用の委託先） 

委託会社との間で締結される投資一任契約（運用委託契約）に基づき、マザーファンドの運

用指図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。 

 

名称：ビーエヌピー・パリバ・インベストメント・パートナーズ・ネイザーランズ・エヌ・ブイ 

（BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. 以下「BNPP（Netherlands）」

ということがあります。） 

役割：当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関する資金配分（為替取引を含む）

および欧州地域のリート取引にかかる運用の指図を行います。 

名称：フォルティス・インベストメント・マネジメント・ユーエスエー・インク 

（Fortis Investment Management USA, Inc. 以下「FIM(USA)」ということがあります。） 

役割：当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関する北米地域のリート取引に

かかる運用の指図を行います。 
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名称：ビーエヌピー・パリバ・インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッド 

（BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 以下「BNPP（Asia）」ということ

があります。） 

役割：当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに関するアジア・オセアニア地域

（日本を含む）のリート取引にかかる運用の指図を行います。 

 

※運用委託先である上記３社を総称して、以下「ＢＮＰパリバ・インベストメント・パート

ナーズ・グループ」ということがあります。なお、将来、ＢＮＰパリバ・インベストメン

ト・パートナーズ・グループ内の組織変更等に伴い、運用委託先の形式的な変更が生じる

ことがあります。 

 

運営の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 委託会社の概況 

（イ）資本金の額 

2,000百万円（平成22年２月26日現在） 

（ロ）会社の沿革 

昭和60年７月 三生投資顧問株式会社設立 

昭和62年２月 証券投資顧問業の登録 

昭和62年６月 投資一任契約にかかる業務の認可 

平成11年１月 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合 

平成11年２月 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式

会社へ商号変更 

平成12年１月 証券投資信託委託業の認可取得 

平成14年12月 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会

社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧

問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更

 

当ファンドが主要投資対象と

するマザーファンドに関する

運用の指図 

運用の 

委託先 

運用指図権限 

の一部委託 

投資家 
（受益者） 販売会社 

委託会社 
（投信会社） 

受託会社 
（信託銀行） 

有価証券 
市場 

申込金 申込金 信託金 投資 

分配金・ 

償還金等 

損益 分配金・ 

償還金等 

分配金・ 

償還金等 

運用の指図 
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（ハ）大株主の状況 

（平成22年２月26日現在） 

名称 住所 
所有 

株式数 

比率 

（％）

住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35号 7,056 40.0

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 4,851 27.5

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 4,851 27.5

三井生命保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 882 5.0

 

 

ハ ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用） 

一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す

るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投

資信託に投資する投資信託）。マザーファンドの主要投資対象であるリートは、不動産投資信

託であり、当ファンドとマザーファンドを一体とみなした場合、当ファンドは「ファンド・オ

ブ・ファンズ」に該当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａリート  
投資家 
（受益者） 

投資 

分配金 

償還金 

 

投資 

損益 

 

投資 

損益 

 

不 動 産 
物   件 

 

 
ファンド・オブ
・ファンズ Ｂリート 

： 
： 
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２ 投資方針 

（１）投資方針 

イ 基本方針 

マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場（準ずるものを

含みます。以下同じ。）しているリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確

保を目指して運用を行います。 

＊リート（REIT＝Real Estate Investment Trust） 

多数の投資家の資金を集めて、オフィスビル、商業施設、住宅等の様々な形態の不動産を取

得・所有、管理、運営する信託（または会社）です。リートは、収益不動産の取得・所有、

管理、運営の中で主に賃料収入や売却益を収益とし、多数の投資家に収益を分配します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 投資態度 

（イ）マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国において上場しているリー

トに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 

（ロ）安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、マザーファンド受益証券への投資

を通じて、賃貸事業収入比率＊の高い銘柄を中心に分散投資します。ポートフォリオ全構成

銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75％以上とします。 

＊賃貸事業収入比率：「賃貸事業収入÷営業収益」（実績ベース） 

賃貸事業収入比率は、賃貸事業収入の営業収益全体に占める割合で、この比率が高いほど、

安定的な配当原資を確保していると考えられます。なお、同比率はリートが発表する決算

データに基づいて、ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループのアナリ

ストが分析した数値によって計算されたものを使用します。 

（ハ）運用に当たっては、ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループにマザーフ

ァンドにおけるリートの運用指図に関する権限を委託し、その運用ノウハウを活用します。 

（ニ）実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

（ホ）なお資金動向、市場動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

 

多数の投資家

Aさん Bさん

Cさん Dさん

取得・管理
運営・売却

賃料等 配当

投資

リート

不動産物件 多数の投資家

Aさん Bさん

Cさん Dさん

取得・管理
運営・売却

賃料等 配当

投資

リート

不動産物件
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＜ポートフォリオ構築のプロセス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 組入リートの費用等について 

当ファンドとマザーファンドを合わせて実質的に一つのファンドとみなした場合、リートは法

形式上、投資信託証券とされることから、リートを実質的に主要投資対象とする当ファンドは

ファンド・オブ・ファンズとなります。 

しかし、一般の証券投資信託を投資対象とするファンド・オブ・ファンズが投資対象の証券投

資信託をあらかじめ約款等でリストアップし、組入投資信託の状況の変化が限定的な運用を行

うのに対し、リート（不動産投資信託）を主要投資対象とする当ファンドでは、株式と同様に

取引所等の市場で売買される多数の銘柄のリートの中から、約款上の選定基準に従って適宜組

入銘柄を選定して分散投資を行い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成

比は流動的となります。 

リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の

会社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が

異なります。 

したがって、委託会社において、当ファンドが組み入れる様々なリートの費用等を網羅的に調

査し、当ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等

を具体的に記載することはできません。 

 

（２）投資対象 

イ 投資対象とする資産の種類 

当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい

います。以下同じ。） 

１．有価証券 

２．金銭債権 

３．約束手形 

地域別チームによる国別ファンダメンタルズ分析 

国別配分方針の決定 

ポートフォリオ 

日本を含む世界各国に上場しているリート 

個別銘柄選別・配分比率の決定

高配当利回り銘柄をスクリーニング 

トップ・ダウン分析 

国別配分方針の決定 

＜担当：グローバル運用総括責任者＞ 

国別ファンダメンタルズ分析 

＜担当：欧州、北米、アジア・オセアニアの地域別チーム＞

・マクロ経済調査→人口統計分析 

・資本市場調査→金利動向分析 

・不動産市場調査→現物不動産市場分析 

・リート市場調査→バリュエーション分析 

・個別銘柄調査 

「スコア･カード」分析 

「経営状況」、「所有不動産物件」、「貸借対

照表」、「流動性」の４つの主要項目によっ

て詳細な個別銘柄分析を実施し、投資対象

銘柄を徹底分析 

ボトム・アップ分析 
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（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産 

１．為替手形 

ロ 投資対象とする有価証券 

委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取

引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に

投資することを指図します。 

１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権

証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等

を除きます。） 

２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有する

もの 

４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも

のをいいます。） 

５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま

す。） 

６．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

なお、第１号の証券にかかる運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）に限り行

うことができるものとします。また、第４号の証券および第５号の証券を以下「投資信託証券」

といいます。 

ハ 投資対象とする金融商品 

委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引

法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ

り運用することを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま

す。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 
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BNPP（Netherlands） 
［ｵﾗﾝﾀﾞ］ 

資金配分（為替を含む）およ
び欧州地域のリートの運用 

BNPP（Asia）[香港] 
アジア・オセアニア地域（日

本を含む）のリートの運用 

FIM(USA)[ｱﾒﾘｶ] 
北米地域のリートの運用 

委託会社 

     :マザーファンドの 
運用指図権限の一部委託 

および運用状況等の 

モニタリング 

（３）運用体制 

イ 運用体制 

当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの運用は、運用の委託先であるＢＮＰパリ

バ・インベストメント・パートナーズ・グループが、投資一任契約（運用委託契約）およびそ

れに付随するガイドラインに従って行います（資金配分（為替取引を含む）およびリート取引

にかかる運用、運用状況の報告などを行います。）。 

委託会社においては、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入の管理、運用の委託先への委託

資産の増減の指示、余裕資金の運用等および運用の委託先の運用状況（ガイドライン等の遵守

状況、運用パフォーマンスなど）のモニタリング等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参考情報］ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループの運用体制 

ＢＮＰパリバ・インベストメント・パートナーズ・グループでは、不動産はローカルな資産クラス

であり、不動産関連有価証券投資には現地市場の知識が必要であると考えています。このため、ポ

ートフォリオ運用は欧州、北米、アジア・オセアニア地域をカバーする３社で行っています。各社

には、リートの分析・運用に専念するプロフェッショナルな運用チームがあり、チームの各メンバ

ーは一つ以上の国またはセクターに特化しています。 

また運用手法は、トップダウンとボトムアップを組み合わせた投資プロセスを堅持しています。ト

ップダウンのパートでは、ポートフォリオの国別配分を決定します。国別配分戦略の決定に際して

は、配当利回りの水準、その水準の予想持続可能性、為替見通し、充分な分散の実現度合い等が重

要なファクターとなります。ボトムアップのパートでは、個別銘柄のポートフォリオへの組入れを

決定します。個別のリートをそのファンダメンタルズの魅力について分析し、この分析の結果はス

コア・カードにまとめられます。個々のリートは、経営陣の強さ、不動産ポートフォリオのクオリ

ティ、財務の健全性、証券の流動性の四つの主要なカテゴリーで、各ファクターについてスコアリ

ングされます。基本的に、比較的低いリスク水準で魅力的な高い配当利回りを提供しており、配当

利回りが据え置きまたは増配が予想されるリートをポートフォリオに組み入れます。 

 

ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制 

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、

信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。 

運用委託先に対しては、運用内容に関する十分な情報開示を求め、投資判断と委託の内容に齟齬

がないかを確認します。また、定性・定量面における運用委託先の評価を継続的に実施します。 

運用委託先管理部会において運用委託先との契約について年１回見直しの検討および継続可

否判断等を行い、運用実績に優位性がある等の合理的理由のないままでの契約の継続は行いま

せん。 
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（４）分配方針 

毎月17日（休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、以下の方針に基づき分配を行い

ます。 

イ 分配対象額は、繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します（配当等収益を中心

に分配を行う方針です。）。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分

配を行わないことがあります。 

ハ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用

を行います。 

 

（５）投資制限 

Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限 

イ 主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券

への投資は、債券買い現先取引に限ります。 

ロ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額

に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける

組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合

計したものをいいます（以下同じ。）。 

ハ リートへの実質投資割合には、制限を設けません。 

ニ 同一銘柄のリートへの実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とし

ます。 

ホ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 

ヘ 外国為替予約の指図 

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の

うち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーフ

ァンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいい

ます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を

指図することができます。 

ト 資金の借入れ 

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み

ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、

資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、

当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から

信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者へ

の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が

５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代

金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日にお

ける信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。 

（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

（ニ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。 
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Ⅱ 法令に基づく投資制限 

イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条） 

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資

信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議を

することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権

を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての

議決権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超える

こととなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図する

ことが禁じられています。 

ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８

号） 

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に

かかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定

めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合にお

いて、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にか

かる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指

図しないものとします。 
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（参考情報：グローバル・リート・マザーファンドの投資方針等） 

（１）投資方針等 

イ 基本方針 

主として日本を含む世界各国において上場（準ずるものを含みます。以下同じ。）しているリ

ートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 

ロ 投資態度 

（イ）主として日本を含む世界各国において上場しているリートに投資し、信託財産の着実な成長

と安定した収益の確保を目指して運用を行います。 

（ロ）安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中

心に分散投資します。 

（ハ）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないものとします。 

（ニ）ビーエヌピー・パリバ・インベストメント・パートナーズ・ネイザーランズ・エヌ・ブイに

資金配分（為替取引を含む）およびリートの運用指図に関する権限、フォルティス・インベ

ストメント・マネジメント・ユーエスエー・インク、ビーエヌピー・パリバ・インベストメ

ント・パートナーズ・アジア・リミテッドにリートの運用指図に関する権限を委託します。 

（ホ）なお資金動向、市場動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない

場合があります。 

 

（２）投資対象 

イ 投資対象とする資産の種類 

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ

ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。 

ロ 投資対象とする有価証券 

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビ

ーファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号～第６号）に同じです。 

ハ 投資対象とする金融商品 

前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビ

ーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。 

 

（３）投資制限 

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限 

（イ）主要投資対象とするリート、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への

投資は、債券買い現先取引に限ります。 

（ロ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

（ハ）リートへの投資割合には、制限を設けません。 

（ニ）同一銘柄のリートへの投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内としま

す。 

ロ 法令に基づく投資制限 

ベビーファンドにつき上述した法令に基づく制限は、当マザーファンドについても課されます。 
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３ 手数料等及び税金 

（１）申込手数料 

原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、3.15％（税抜き

3.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。 

※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。 

※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。 

委託会社に対する照会は下記においてできます。 

照会先の名称 電話番号※ 
インターネット・ 

ホームページ・アドレス 

三井住友アセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 http://www.smam-jp.com 

※お問い合わせは、原則として営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。 

 

（２）換金（解約）手数料 

解約手数料はありません。 

ただし、解約の際には、１口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて

得た信託財産留保額が差し引かれます。 

 

（３）信託報酬等 

純資産総額に年1.6695％（税抜き1.59％）の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信

託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産

中から支弁するものとします（投資対象とするリートにおいても、運用報酬等の負担がありま

す。）。 

信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。 

各販売会社の純資産残高 委託会社 販売会社 受託会社 

100億円未満の部分に対して 年1.0500％ 年0.5250％ 年0.0945％ 

100億円以上300億円未満の部分に対して 年0.9450％ 年0.6300％ 年0.0945％ 

300億円以上500億円未満の部分に対して 年0.8400％ 年0.7350％ 年0.0945％ 

500億円以上1,000億円未満の部分に対して 年0.7875％ 年0.7875％ 年0.0945％ 

1,000億円以上の部分に対して 年0.7350％ 年0.8400％ 年0.0945％ 

※信託報酬の配分は、税込みで記載しております。 

※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図の委託を受けた会社の報酬が含まれていま

す。その内訳は下記の通りです。 

各販売会社の純資産残高 BNPP(Netherlands) FIM(USA) BNPP(Asia) 

100億円未満の部分に対して 年0.32％ 年0.11％ 年0.07％ 

100億円以上300億円未満の部分に対して 年0.29％ 年0.10％ 年0.06％ 

300億円以上500億円未満の部分に対して 年0.26％ 年0.09％ 年0.05％ 

500億円以上1,000億円未満の部分に対して 年0.22％ 年0.08％ 年0.05％ 

1,000億円以上の部分に対して 年0.19％ 年0.07％ 年0.04％ 

 

（４）その他の手数料等 

イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額

に年0.0063％（税抜き0.006％）の率を乗じて得た金額（ただし、年630,000円（税抜き600,000

円）を上限とします。）が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のとき

に、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変

更となることがあります。 
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ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の

利息は、信託財産中から支弁します。 

ハ 有価証券の売買時の手数料および外国における資産の保管等に要する費用（それらにかかる消

費税等相当額を含みます。）等は、信託財産中から支弁するものとします。 

 

※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担す

ることとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載

することはできません。 

※ リートを実質的な主要投資対象とする当ファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買さ

れる多数の銘柄のリートの中から、約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投

資を行い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。 

リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の

会社と同じように多種多様なものがあり、また、国・地域によっては、開示する項目の基準が

異なります。 

したがって、委託会社において、当ファンドが実質的に組み入れる様々なリートの費用等を網

羅的に調査し、当ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計

算方法等を具体的に記載することはできません。 

 

※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等および投資対象のリートの組入れを通じて間接的に負担

する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるもの

が含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることか

ら、あらかじめ具体的に記載することはできません。 

 

（５）課税上の取扱い 

イ 個別元本について 

（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該

申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に

あたります。 

（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託

を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一

ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行

われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分

配金受取りコース」と「自動けいぞく投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に

個別元本の算出が行われることがあります。 

（ハ）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配

金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」について

は、下記の（収益分配金の課税について）を参照。） 

ロ 一部解約時および償還時の課税について 

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者

については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 
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ハ 収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。 

①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個

別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部

分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金と

なります。なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示

唆するものではありません。 

 

ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて 

（イ）個人の受益者に対する課税 

ⅰ．収益分配時 

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、平成23年12月31日までは10％

（所得税７％および地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％および地方

税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による

総合課税または申告分離課税の選択も可能です。 

ⅱ．一部解約時および償還時 

一部解約時および償還時の譲渡益については、平成23年12月31日までは10％（所得税７％

および地方税３％）、平成24年１月１日以降は20％（所得税15％および地方税５％）の税

率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も

可能です。 

なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株

式等にかかる譲渡益との通算が可能です。 
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